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表紙

１．企業集団の現況 主要な事業内容
主要な事業所
使用人の状況
主要な借入先の状況
その他企業集団の現況に関する重要な事項

２．会社の現況 新株予約権等の状況
「会社役員の状況」のうち社外役員に関する事項
会計監査人の状況

３．業務の適正を確保するための体制及び
当該体制の運用状況の概要

４．会社の支配に関する基本方針
５．剰余金の配当等の決定に関する方針
連結計算書類 連結株主資本等変動計算書

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
及びその他の注記

計算書類 株主資本等変動計算書
重要な会計方針に係る事項に関する注記及びその他
の注記

上記事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して
交付する書面には記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子提供措置事項から上記
事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

株 主 各 位

第25回定時株主総会の招集に際しての
電子提供措置事項

（2024年５月１日から2025年４月30日まで）

フリービット株式会社
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主要な事業内容、主要な事業所、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

事業区分 事業の内容

５Gインフラ支援事業
・ISP向け事業支援サービス
・MVNO向け事業支援（MVNE）サービス
・法人向けクラウドサービス

５G生活様式支援事業

・個人向けモバイル通信関連サービス
・個人向けインターネット接続関連サービス
・集合住宅向けインターネット接続関連サービス
・不動産関連サービス
・web３関連プラットフォーム

企業・クリエイター５G DX支援事業
・インターネットマーケティング関連サービス
・アドテクノロジー関連サービス
・クリエイター向け支援プラットフォーム

1. 企業集団の現況
(1) 主要な事業内容（2025年4月30日現在）

株式会社ドリーム・トレイン・インターネット 東京都渋谷区
株式会社ギガプライズ 東京都渋谷区
株式会社フルスピード 東京都渋谷区
株式会社フォーイット 東京都渋谷区

(2) 主要な事業所（2025年4月30日現在）
① 当社

東京都渋谷区

② 主要な子会社

セグメントの名称 使用人数
５Gインフラ支援事業 144 （0）名
５G生活様式支援事業 323 （17）名
企業・クリエイター５G DX支援事業 363 （30）名
その他（管理部門等含む） 43 （1）名

合計 873 （48）名

(3) 使用人の状況（2025年4月30日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注）１. 使用人数は正規使用人数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
２. その他は、管理部門等のセグメントに分けられない使用人数です。
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主要な事業内容、主要な事業所、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
255（９）名 ５名減（１名減） 41.6歳 8.1年

セグメントの名称 使用人数
５Gインフラ支援事業 144 （0）名
５G生活様式支援事業 69 （8）名
その他（管理部門等含む） 42 （1）名

合計 255 （9）名

② 当社の使用人の状況

（注）１. 使用人数は正規使用人数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
２. その他は、管理部門等のセグメントに分けられない使用人数です。

借入先 借入額
株式会社三菱UFJ銀行 9,241,625千円
株式会社三井住友銀行 6,060,872千円
株式会社りそな銀行 1,888,321千円

(4) 主要な借入先の状況（2025年4月30日現在）

(5) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。

－ 2 －
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

２. 会社の現況
(1) 新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
　該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

(2) 「会社役員の状況」のうち社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
監査役山口勝之氏は、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士あり、当社は、西村あさ

ひ法律事務所・外国法共同事業と顧問契約を締結しております。また、楽天グループ株式会社の社外監査役
でもあります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
監査役矢田堀浩明氏は、愛光監査法人の代表社員、公認会計士矢田堀総合会計事務所の所長及び矢田堀総
合会計事務所株式会社の代表取締役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

－ 3 －
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

氏　　名 出席状況 出席状況、発言状況及び
社外役員に期待される役割に関して行った職務の概要取締役会 監査役会

米　谷　信　彦 21回中
21回出席 －

主に経営者として、また、財界人として培った見地から、取
締役会では、当該視点から積極的に意見を述べており、特に
経営者としての専門的な立場から監督、助言等を行うなど、
意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果
たしております。

竹　田　靑　滋 21回中
21回出席 －

主に経営者として、また、財界人として培った見地から、取
締役会では、当該視点から積極的に意見を述べており、特に
経営者としての専門的な立場から監督、助言等を行うなど、
意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果
たしております。

土　岐　英　秋 21回中
21回出席 －

ICT業界において、技術課題解決等を行い、豊富なマネジメ
ントの経験により培った見地から取締役会では、当該視点か
ら積極的に意見を述べており、特に経営者としての専門的な
立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正
性を確保するための適切な役割を果たしております。

松　岡　彰　洋 21回中
20回出席

13回中
13回出席

取締役会、監査役会の他、社内の重要会議に出席し、金融機
関・飲食業界における企業経営における経験に基づき、取締
役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保
するための発言を行っております。また、監査役会におい
て、当社の業務監査等について、適宜必要な発言を行ってお
ります。

山　口　勝　之 21回中
21回出席

13回中
13回出席

取締役会、監査役会に出席し、弁護士としての専門的な見地
から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保するための発言を行っております。また、監査役
会において、当社のコンプライアンス体制等について、適宜
必要な発言を行っております。

矢田堀　浩　明 21回中
21回出席

13回中
13回出席

取締役会、監査役会に出席し、公認会計士としての専門的な
見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための発言を行っております。また、
監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査につ
いて、適宜必要な発言を行っております。

② 当事業年度における主な活動状況
社外役員の活動状況及び社外役員に期待される役割に関して行った職務の概要は、次のとおりです。

－ 4 －
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会計監査人の状況

① 名称 有限責任監査法人トーマツ

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 91,500千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 119,500千円

(3) 会計監査人の状況

② 報酬等の額

（注）１. 当社監査役会は、日本公認会計士協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の
監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等の適切性などを確認し、検討した結果、会計
監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

２. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額
を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載
しております。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会
の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の目的とすることとします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号いずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の合
意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最
初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

④ 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

－ 5 －
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概況、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針

３. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適
正を確保するための体制についての決定内容は以下のとおりであります。（最終改定 2016年5月
21日）

① 当社グループの内部統制に関する基本的考え方
当社グループは、高度な技術力とサービス開発力を軸として、魅力ある価値創造企業を目指す。また、企

業価値の最大化を図り、企業の社会的責任を果たしていくためには、透明性が高く環境の変化に迅速に対応
できる経営体制の確立とコンプライアンス遵守の経営を追求することが不可欠であるため、コーポレート・
ガバナンス体制の充実を経営の最重要課題と位置づけて積極的に取り組む。

② 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
１）当社グループは、法令及び定款を遵守するための社内規程を定めており、これらに基づき職務を行うこ

とを徹底する。
２）当社グループにおいては、法令及び定款の違反行為を取締役又は使用人が知覚した場合は、監査役又は

匿名性の確保された社外窓口に通報できる。

③ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
１）取締役の職務の執行に係る情報（次に掲げる記録を含む）は、書面又は電磁的記録媒体等への記録によ

り、法令及び社内規程に基づき適切に保存及び管理する。
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・その他取締役の職務執行に関する重要な記録

２）取締役及び監査役は取締役の職務の執行に係る情報の記録を随時閲覧できる。

④ 当社グループの損失の危険の管理に関する体制
１）当社グループでは、取締役会その他の重要な会議において、事業活動に潜在する重大な損失の危険を特

定し、その重大な損失の発生を知覚した場合は、すみやかに取締役会において報告する。
２）当社グループでは、基幹システムの冗長構成及び耐震防火の対策を行い、事業継続可能性とそのサービ

ス品質を保つことに努め、特許出願を行うことにより独自技術の権利化に努める。
３）当社グループでは、優秀な人材の確保及び育成が重要と考え、積極的に採用活動及び教育活動を行い、

組織強化に努める。
４）当社グループでは、プライバシーポリシーをはじめとする各種規程の周知及び技術的措置に基づくセキ

ュリティ対策を行い、情報管理を実施する。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概況、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針

５）当社グループでは、各部門長が業務遂行に係るリスクの定常管理を行い、従業員の相互牽制によるリス
ク管理を実施する。

６）当社グループでは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力・団体とは一切の関係を持たず、
毅然とした態度で臨む。

⑤ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
１）グループ各社では定例取締役会を毎月開催し、重要事項に関する意思決定を行い、取締役の職務の執行

を監督する。また、当社グループ全体に影響を及ぼす重要事項に関しては、多面的な検討を経た上で当
社取締役会にて意思決定を行う。

２）グループ各社では、取締役及び役職のある使用人で構成される会議を定期的に開催し、取締役会におけ
る決定事項に基づき、これを適切に執行するための基本的事項の意思決定を機動的に行う。

３）当社グループの取締役は、グループ各社の取締役会で決議された組織構成及び取締役の職務分掌に基づ
き職務を執行する。

⑥ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
１）当社グループでは、法令及び定款を遵守するための社内規程を定めており、これらを遵守し適切な取引

を行うことを徹底する。
２）当社は、グループ会社の管理に関する規程を定め、また、グループ会社の役職員が参加する会議を開催

することで、各グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項、経営内容、事業計画等の状況を確認
する体制を整える。また、当該会議を通じて当社の経営情報の伝達を図る。

３）当社は、取締役が当社グループ間の取引の不正を知覚した場合は、すみやかに取締役会において報告
し、監査役の監査を受ける体制を整えている。

⑦　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、取締役
からの独立性に関する事項、並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
１）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、取締役と監査役との協議の上、必要

と認められる範囲で配置する。
２）監査役の職務を補助すべき使用人についての任命、解任等の異動に係る事項及び業務評価の決定につい

ては、監査役会の事前の同意を得る。
３）監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の職務を補助すべき業務に関し、取締役及び取締役会から

の指示を受けない。
４）監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令に従うものとし、他部署の業務を兼務する場合

は、監査役に係る業務を優先する。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概況、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針

⑧　当社グループの取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制並びに報告したことを理由として不
利な取扱いを受けないことを確保するための体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する
ための体制
１）取締役は、監査役の出席する取締役会において随時その担当する職務の執行状況について報告を行う。
２）監査役は、当社の取締役会その他取締役及び使用人が出席する重要な会議に出席できる。
３）当社は、監査役が必要に応じ子会社の取締役会その他子会社の取締役が出席する重要な会議に出席を求

めることができる体制を整備している。
４）当社グループの取締役及び使用人は、監査役の求めにより、業務執行に関する重要文書の提供及び説明

を行い、監査役の職務が円滑に行われるよう迅速かつ的確に協力する。
５）当社グループは、監査役へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたこと

を理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
６）監査役に係る規程の改廃は監査役会が行う。

⑨　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる
費用又は償還の処理に係る方針に関する事項

　　監査役は必要に応じて、法律・会計等の専門家に相談することができ、当社はその費用を負担する。ま
た、監査役が職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、当社は速やかに当該費用又は
債務を処理する。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりでありま
す。

①　取締役会を毎月開催し、法令等に定められた事項及び経営方針や予算の決定・見直し等経営における重要
な事項を決定し、月次の経営成績の分析・対策・評価を検討するとともに、法令・定款への適合性及び業務
の適正性の観点から審議を行いました。

②　監査役会を毎月開催し、期初に協議決定した監査方針、監査計画に従い、常勤監査役による重要な会議へ
の出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、法令・定款等への遵守の状況について監査
等を行い、記録しております。また、監査役会、会計監査人及び内部監査室は定期的に情報共有を行う場を
設け、実効性のある監査の実施に努めております。

③　「コンプライアンス相談窓口取扱規程」に基づき、法令及び定款の違反行為を通報できる匿名性の確保さ
れたコンプライアンス相談窓口を設置し、グループ会社を含めてその活用が図られております。
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④　コンプライアンス意識の一層の向上のため、グループの社員教育内容の充実を図り、職位に応じた研修を
継続的に実施し、コンプライアンス意識の浸透・高揚に努めております。

⑤　「取締役会規則」、「執行役員規則」等に基づき、取締役会、執行役員会等の議事録・会議書類等の適切
な保存及び管理を行っております。

⑥　当社はすべての役員、従業員が守るべき「フリービット株式会社従業員行動指針」を定めており、その中
で「私たちは、反社会的勢力に対し毅然とした態度でのぞみ、一切の関係を遮断します。」と定めておりま
す。実務面では、新規取引先については取引開始前に専門の外部調査機関等を用いて反社会的勢力に該当し
ないかの調査を行うこととしており、また、取引先との契約には、反社会的勢力に関係することが判明した
場合には、契約を解除できる旨の条項を盛り込んでおります。また、反社会的勢力による不当要求など万一
の場合に備えて、「反社会的勢力対応マニュアル」を規定するとともに、公益社団法人警視庁管内特殊暴力
防止対策連合会に加入し、本社に不当要求防止責任者を選任して所轄警察署や暴力追放推進センターとの関
係を強化しております。

４. 会社の支配に関する基本方針
当社は、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容

等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。なお、2023年５月18日の当社取締役
会において、当該基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること
を防止するための取組みとして、当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プ
ラン」といいます。）の導入を決議しており、2023年７月27日開催の当社定時株主総会において、「当社株
式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の承認の件」として提案した第３号議案が承認可決さ
れ、株主の皆様のご承認をいただいております。

Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の概要
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、

特定の者による当社株式等の大規模買付行為等であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利
益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株
式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。

ただし、株式の大規模買付提案の中には、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそ
れのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終
的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。

そのような提案において、大規模買付行為等により、当社グループの企業価値の源泉が中長期的に見て毀
損されるおそれが存する場合など、当社グループの企業価値向上又は株主共同の利益の最大化が妨げられる
おそれが存する場合には、大規模買付者は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であ
るものとして、当社取締役会は、善管注意義務を負う受託者の当然の責務として、法令等及び当社の定款に
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よって許容される限度において、場合により、当社グループの企業価値向上及び株主共同の利益の最大化の
ために相当の措置を講じる必要があると考えております。

Ⅱ．基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
１．当社グループの事業内容及び企業価値向上に向けた取組み

当社グループは、「Being The NET Frontier !（Internet をひろげ、社会に貢献する）」という企業
理念を掲げ、インターネットに関わるコアテクノロジーの開発や大規模ネットワークシステムの運用で培
ってきた技術力の蓄積を強みとして、主に法人向け、個人向けにインターネット関連サービスを提供して
おります。

当社グループでは、2021年４月期からの10年間を「５G／web３／AIの普及から発展の10年」と位
置づけ、本中期経営計画をはじめとした経営計画を遂行していくことによる継続的な成長を企図しており
ます。

本プランは、当社グループが企業理念に則った持続的な成長を行っていくために不可欠であるとの位置
づけのもと、より一層、当社グループの企業価値を向上させていくことで、株主の皆様をはじめとするス
テークホルダーの方々のご期待に応えてまいります。

２．コーポレートガバナンスの強化
当社グループは、高度な技術力とサービス開発力を軸として、魅力ある価値創造企業を目指していま

す。また、企業価値の最大化を図り、企業の社会的責任を果たしていくためには、透明性が高く環境の変
化に迅速に対応できる経営体制の確立とコンプライアンス遵守の経営を追求することが不可欠であると考
えております。

当社は、取締役・監査役制度を採用しておりますが、複数の社外取締役及び社外監査役を任用すること
により、業務執行役員等への監視・監督の強化を図っております。

取締役会は、月に１度の開催を定例としつつ必要に応じ随時開催し、広い見地からの意思決定、業務執
行の監督を行っています。また、法令・定款・取締役会規則に定める事項のほか幅広く報告し議論し決議
しています。なお、取締役会には、監査役４名も出席し、取締役の業務執行について監査を行っていま
す。

監査役会は、常勤監査役２名、非常勤監査役２名で構成されており、月に１度開催しています。各監査
役は、監査役会で策定した年間監査計画に基づき重要な会議に出席するほか、業務及び各種書類や証憑の
調査を通じ取締役の職務執行を監査しております。なお、監査役、内部監査室及び会計監査人は、情報交
換、意見交換を行うなどの連携により、監査機能の向上に努めています。

また、毎年外部機関による客観的な取締役会の実効性評価を実施しており、経営戦略やリスク管理、コ
ンプライアンス等、外部機関から指摘のあった点については改善計画を作成し、それを実行していくこと
で、着実に改善を図り企業経営の質の向上を推し進めています。

上記のほか、当社は、最新のコーポレートガバナンス・コードを踏まえながら、コーポレートガバナン
スの強化に取り組んでおります。
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Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた
めの取組み

１．本プランの目的
当社は、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為等に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のた

めの期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為等に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に
判断されること、当社取締役会が、独立委員会の勧告を受けて当該大規模買付行為等に対する賛否の意見
又は当該大規模買付者が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計画等（以下「代替案」といいま
す。）を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこ
と等を可能とし、もって基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配
されることを防止するための取組みの一つとして、本プランの導入が必要であるとの結論に達しました。

２．本プランの内容
本プランは、以下のとおり、当社株式等の大規模買付行為等を行おうとする者が遵守すべきルールを策

定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為等を行おうとする者
に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社グループの
企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為等を行おうとする者に対して、
警告を行うものです。

当社株式等の保有割合が20％以上となる買付け等を行おうとする場合、大規模買付者は実行に先立
ち、当社取締役会に対して、所定の事項を記載した意向表明書及び株主の皆様のご判断、当社取締役会の
評価・検討等のために必要かつ十分な情報を提出していただきます。

なお、当社取締役会は、適用ある法令等に従って、大規模買付者から大規模買付行為等の提案がなされ
た事実等については適切に開示いたします。

本プランでは、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除し、当社取締役会の判
断及び対応の客観性及び合理性を確保するための機関として独立委員会を設置し、対抗措置の発動の是非
等について当社取締役会への勧告を行う仕組みとしています。独立委員会は、当社社外取締役若しくは当
社社外監査役又は社外の有識者で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成されるもの
とします。

当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、当該勧告を踏まえて当社グループの企
業価値ないし株主共同の利益の確保・向上という観点から、速やかに対抗措置の発動又は不発動その他必
要な決議を行うものとします。

大規模買付者が本プランに規定する手続を遵守しない場合、当社取締役会が本プランによる対抗措置を
発動することの可否について株主の意思を確認するために株主意思確認総会を開催すべきと判断したとき
等には、当社取締役会は可及的速やかに株主意思確認総会を招集します。これらの場合には、当社取締役
会は、議決権を行使できる株主の範囲、議決権行使の基準日、当該株主意思確認総会の開催日時等の詳細
について、適用ある法令等に従って開示いたします。

当社が本プランに基づき発動する対抗措置は、原則として本新株予約権の無償割当てとします。
なお、本プランの有効期間は、2026年４月30日に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株

主総会の終結の時までとします。ただし、当該有効期間の満了前であっても、当社株主総会で選任された
取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃
止されるものとします。
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３．本プランの合理性
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保

又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の
原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しており、かつ、経済産業省に設
置された企業価値研究会が2008年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在
り方」並びに東京証券取引所が有価証券上場規程の改正により2015年６月１日に導入し、2018年６月
１日及び2021年６月11日にそれぞれ改訂を行った「コーポレートガバナンス・コード」の「原則１－
５．いわゆる買収防衛策」その他の買収への対抗措置に関する実務・議論を踏まえた内容となっており、
高度の合理性を有するものです。
(1）企業価値ないし株主共同の利益の確保・向上の原則

本プランは、当社株式等に対する大規模買付行為等がなされた際に、当該大規模買付行為等に応じる
べきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期
間を確保し、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社グル
ープの企業価値ないし株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とするものです。

(2）事前開示・株主意思の原則
当社は、取締役会において決議された本プランによる買収への対抗措置の導入を2023年７月27日開

催の定時株主総会において議案としてお諮りすることを通じて、株主の皆様のご意思を確認させていた
だいております。また、本プランは、株主総会においてご承認いただいた後も、当社株主総会において
選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランは
その時点で廃止されるものとしております。加えて、大規模買付者が本プランに定める手続を遵守して
いる場合には、対抗措置の発動の決定に関して必ず株主総会を招集するものとしております。従いまし
て、本プランの存続には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。

(3）必要性・相当性確保の原則
①　独立委員会の設置及びその勧告の最大限の尊重と情報開示の徹底

当社は、本プランに基づく大規模買付行為等への対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的
判断を排し、当社取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として、当社社
外取締役若しくは当社社外監査役又は社外の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、
公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者）で、当社の業務執行を行う経営陣から独立し
た者のみから構成される独立委員会を設置し、当社取締役会は、対抗措置の発動又は不発動の決議に
際して独立委員会の勧告を最大限尊重することとしております。また、独立委員会の判断が当社グル
ープの企業価値ないし株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、
独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家（投資銀行、証
券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含
みます。）の助言を得ることができるものとしております。

更に、当社は、独立委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に法令等に従って情報開示
を行うこととし、当社グループの企業価値ないし株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営
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が行われる仕組みを確保しています。
②　合理的な客観的発動要件の設定

本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されてお
り、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

③　デッドハンド型若しくはスローハンド型買収への対抗措置ではないこと
本プランは、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会の決議により、いつでも廃止

することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収への対抗措置
（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収への対抗措置）ではあり
ません。

また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収への対抗措置（取
締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収
への対抗措置）でもありません。

Ⅳ．前記Ⅱ.及びⅢ.の取り組みについての取締役会の判断及びその理由
前記Ⅱ.及びⅢ.の取組みにつきましては、当社の企業価値の向上および会社の利益ひいては株主の皆様の

共同の利益の実現を直接の目的とするものでありますので、前記のI.基本方針の実現に沿うものと考えてお
ります。また、これらの取組みは当社株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維
持を目的とするものでもありません。

５. 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、機動的な配当政策を行うことを目的として、会社法第459条の規定に基づき取締役会の決議により剰
余金の配当等を行う旨を定款に定めております。
　剰余金の配当等の方針につきましては、中長期的な観点による事業拡大及び企業成長によって株主の皆様の期
待に応えることを重視しており、そのための内部留保を拡充しそれを投資財源とすることで、独自技術の開発や
今後の事業拡大を行っていくことを基本方針としております。一方で、株主の皆様への利益還元を継続的に実施
していくことも重要であると認識しております。これまで当社は業績いかんに関わらず安定的な配当を行ってま
いりましたが、今後株主の皆様への利益還元姿勢を明確にするため、配当性向等も考慮したうえで業績動向及び
財務状態等も総合的に勘案し、適正に利益還元を実施してまいりたいと考えております。
　この方針に基づき、当事業年度におきましては、2025年６月13日開催の取締役会において、１株当たり30
円の期末配当を決議しております。
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連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書（2024年5月1日から2025年4月30日まで） （単位：千円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 4,514,185 1,496,844 8,693,075 △3,240,129 11,463,975
当期変動額
剰余金の配当 △539,245 △539,245
親会社株主に帰属する
当期純利益 2,748,537 2,748,537

自己株式の処分 536,186 1,506,187 2,042,373

利益剰余金から資本剰余金
への振替 7,540,738 △7,540,738 －

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動 △9,578,023 △9,578,023

譲渡制限付株式報酬 4,254 197,122 201,376
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)
当期変動額合計 － △1,496,844 △5,331,446 1,703,309 △5,124,982
当期末残高 4,514,185 － 3,361,628 △1,536,820 6,338,993

その他の包括利益累計額
株式引受権 新株予約権 非支配

株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 174,924 △10,015 164,909 133,359 780 3,433,802 15,196,827
当期変動額
剰余金の配当 △539,245
親会社株主に帰属する
当期純利益 2,748,537

自己株式の処分 2,042,373

利益剰余金から資本剰余金
への振替 －

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動 △9,578,023

譲渡制限付株式報酬 201,376
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △19,084 △5,757 △24,841 △111,625 △780 △1,398,060 △1,535,308

当期変動額合計 △19,084 △5,757 △24,841 △111,625 △780 △1,398,060 △6,660,290
当期末残高 155,839 △15,772 140,067 21,733 － 2,035,742 8,536,536
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連結子会社の数 25社

持分法を適用した関連会社の数 １社

注記事項
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

⑴ 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

主要な連結子会社の名称
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット
株式会社ギガプライズ
株式会社フルスピード
株式会社フォーイット
当連結会計年度において、YOYO Holdings Pte.Ltd.他２社については株式を取得したため、株式会社LERZについて

は新たに設立したため連結の範囲に含めております。

② 主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の名称

無錫自由位科技有限公司
（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金
（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

⑵ 持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した関連会社の数及び主要な会社等の名称

主要な関連会社の名称
株式会社シンクス

② 持分法を適用しない非連結子会社の名称等
主要な会社等の名称
（非連結子会社）

無錫自由位科技有限公司
（持分法を適用していない理由）

持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等から
みて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないためであ
ります。

③ 持分法の適用の手続について特に記載すべき事項
持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、連結決算日より３ヶ月以内の計算書類を基礎と

しております。
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連結注記表

⑶ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、福藝特股份有限公司、上海 思广告有限公司及びYOYO Holdings Pte.Ltd.他２社の決算日は12月

31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、四半期決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用してお
ります。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

２. 会計方針に関する事項
⑴ 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの………連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等……………………移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業組合その他これに準ずる事業体への出資については、決算報
告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り
込む方法によっております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品・製品…………………………先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）を採用しております。
仕掛品・原材料……………………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）を採用し、一部の連結子会社は月次総平均法による原価法（貸借対照表価額
は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

貯蔵品………………………………主に先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法により算定）を採用しております。

⑵ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。
ただし、賃貸資産の一部及び1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日

以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
② 無形固定資産（リース資産を除く）

主に定額法を採用しております。
ただし、市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売期間（３年）における見込販売収益に基づく償却額と販

売可能な残存有効期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい金額を計上しております。自社利用のソフトウェ
アについては、社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定額法によっております。
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連結注記表

③ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
④ 長期前払費用

定額法を採用しております。

⑶ 引当金の計上基準
① 貸倒引当金…………………………債権の貸倒れに備えるため、一般債権については主に貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上してお
ります。

② 賞与引当金…………………………従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額の当連結会計年度負担
額を計上しております。

③ 製品保証引当金……………………製品保証に伴う支出に備えるため、将来支出されると見込まれる金額を計上しており
ます。

④ 役員退職慰労引当金………………一部の連結子会社において、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき当
連結会計年度末における要支給額を計上しております。

⑤ 株主優待引当金……………………株主優待ポイントの利用による支出に備えるため、利用実績率に基づいた見込額を計
上しております。

⑥ 廃棄費用引当金……………………一部の連結子会社において、棚卸資産の故障・初期不良等による廃棄に備えるため、
将来支出されると見込まれる金額を計上しております。

⑦ ポイント引当金……………………ポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる金額を計上しておりま
す。

⑧ 株式報酬引当金……………………株式報酬制度における報酬の支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年度負担額
を計上しております。

⑷ 収益及び費用の計上基準
① ５Gインフラ支援事業におけるISP向け事業支援サービス、MVNO向け事業支援（MVNE）サービス、法人向けクラウ

ドサービス及び５G生活様式支援事業における５G Lifestyle（個人向けのモバイル通信サービスやインターネット接続
関連サービス）
主に固定回線、モバイル回線及びクラウドサービスの提供を行っており、一部各サービスに付随した商品の販売も行っ

ております。
固定回線、モバイル回線及びクラウドサービスについては、主に一定の期間に亘りサービスを顧客に提供することを履

行義務として識別しており、サービスを提供する一定期間に亘り履行義務が充足されると判断し、当該サービス提供期間
に亘り収益を認識しております。なお、固定回線、モバイル回線及びクラウドサービスのうち、当社が代理人に該当する
と判断したものについては、純額で収益を認識しております。

商品販売については、主に商品を顧客に納入することを履行義務として識別しており、顧客に商品を納入した時点で履
行義務が充足されると判断し、当該一時点で収益を認識しております。
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② ５G生活様式支援事業における５G Homestyle（集合住宅向けインターネットサービス）
主にサービス提供物件へのインターネット接続機器の設置・設定作業とインターネット接続サービスの２つの履行義務

から構成されており、独立販売価格の比率に基づきそれぞれの履行義務に取引価格を配分しております。
インターネット接続機器の設置・設定作業については、機器の設置・設定が完了し、顧客に財又はサービスに対する支

配が移転した時点で履行義務が充足されると判断し、当該一時点で収益を認識しております。
インターネット接続サービスについては、顧客との契約において常時回線接続の義務を履行することにより顧客が便益

を享受できることから、一定の期間に亘り履行義務が充足されると判断し、当該回線接続契約期間に亘り収益を認識して
おります。なお、これらの履行義務はいずれも直接顧客と契約することにより財又はサービスを提供していることから、
代理人に該当するものはありません。

③ 企業・クリエイター５G DX支援事業におけるインターネットマーケティング事業及びアドテクノロジー事業
インターネットマーケティング事業及びアドテクノロジー事業は、サービスの提供に関する収益を原則として、その取

引の進捗度に応じて収益を認識しております。
インターネットマーケティング事業については、ソーシャルメディアマーケティング、コンテンツマーケティング、リ

スティング広告を主軸として、これらを提供する顧客のニーズに応じて、その他インターネット広告の代理販売、アクセ
ス解析の代行等、付加サービスの提供を行っており、契約で定められた期間に亘り、ウェブサイト上に広告を掲載する義
務を負っております。当該履行義務は時の経過につれて充足されると判断し、当該契約期間に亘り収益を認識しておりま
す。

アドテクノロジー事業については、パフォーマンスマーケティングプラットフォームとディスプレイ型アドネットワー
クの提供を行っており、契約で定められた期間に亘り、ウェブサイト上に広告を掲載する義務を負っております。当該履
行義務は時の経過につれて充足されると判断し、当該契約期間に亘り収益を認識しております。なお、インターネットマ
ーケティング事業及びアドテクノロジー事業のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、純額で収益を
認識しております。

⑸ その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替換算差額は損益として処理しておりま
す。

② のれんの償却
のれんは、その効果の発現する期間（５年～10年）の定額法により償却を行っております。

③ 退職給付に係る負債の計上基準
一部の連結子会社において、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づ

き、退職給付に係る負債を計上しております。退職給付債務の計算については簡便法を適用しております。

３. 表示方法の変更に関する注記
（連結損益計算書）

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「投資有価証券評価損」（当連結会計年度29,225千
円）及び「訴訟関連費用」（当連結会計年度18,909千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度において
は「その他」に含めて表示しております。
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商品及び製品 137,180千円
仕掛品 290,854
原材料及び貯蔵品 1,800,705

有形固定資産 2,776,010千円
のれん及びその他の無形固定資産 804,079

４. 会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結計

算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
⑴ 棚卸資産の評価

①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②　識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
棚卸資産は、主に５G生活様式支援事業の集合住宅向けインターネットサービスにおける集合住宅向けネットワーク機

器です。これらの資産は取得原価をもって貸借対照表価額としていますが、期末において個別品目ごとに回転期間を計算
し一定の回転期間を超えている場合には、原則として収益性の低下が認められると判断し、帳簿価額を備忘価額まで切り
下げることとしています。ただし、一定の事項に該当する品目については収益性の低下の判断を見直す場合があります。
なお、当連結会計年度においては、102,321千円の棚卸資産評価損を計上しております。

当該見積りは、世界情勢に対する様々な懸念等による将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性
があり、実際の需要が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、重要な影響を与える可能性があ
ります。

⑵ 固定資産の減損
①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②　識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
有形固定資産は、主に各事業で利用する建物及び構築物、賃貸資産並びにリース資産です。のれん及びその他の無形固

定資産は主に５Gインフラ支援事業におけるMVNO向け事業支援（MVNE）サービスで利用するソフトウェアです。
有形固定資産、のれん及びその他の無形固定資産について、減損の兆候がある場合には、継続的に収支の把握を行って

いる管理会計上の区分別の将来計画に基づいて割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積り、減損損失を認識するかど
うかの判定を行っております。当連結会計年度においては、「８．連結損益計算書に関する注記」に記載のとおり、減損
損失142,869千円を計上しております。

当該見積りは、世界情勢に対する様々な懸念等による将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性
があり、実際に発生したキャッシュ・フローの金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、
重要な影響を与える可能性があります。
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繰延税金資産 1,127,025千円

⑶ 繰延税金資産の回収可能性
①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②　識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の計上にあたっては、将来の税負担額を軽減する効果を有するかどうかで回収可能性を判断しており、こ

の判断の過程において、将来の一時差異等加減算前課税所得の見積り、一時差異の解消時期の見積り等の一定の見積りを
行っております。これらの見積りについては、翌期の見通しを基礎とし、過去の実績、将来の経営環境等を考慮して算定
しております。

当該見積りは、世界情勢に対する様々な懸念等による将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性
があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、重
要な影響を与える可能性があります。

５. 追加情報
（財務制限条項）

⑴　当社の一年内返済予定の長期借入金160,000千円及び長期借入金280,000千円について財務制限条項が付されてお
り、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済する可能性があります。当該条項の主な内容は以下
のとおりであります。
①　2026年４月期以降、当社の連結純資産額は2025年４月期若しくは直前期（2026年４月期以降）のいずれか高い方

×70％以上を維持すること。
②　当社の単体経常利益を２期連続赤字としないこと。
③　連結子会社である株式会社フルスピード、及び株式会社フォーイットの「経常利益＋減価償却費」（２社合計）＞

162百万円（本契約の年間返済額）以上を維持すること。
④　当社の連結財務諸表において、以下数式により算出される返済可能年数を10年以内とすること。

（計算式）
返済可能年数＝（有利子負債（連結子会社からの借入は除く）－運転資金※）÷（経常利益＋減価償却費）

※有利子負債＝借入金＋社債＋リース債務
※運転資金＝売掛金＋受取手形＋棚卸資産－買掛金－支払手形

⑵　当社の一年内返済予定の長期借入金160,000千円及び長期借入金280,000千円について財務制限条項が付されてお
り、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、適用利率の引き上げ又は、借入金を一括返済する可能性があります。
当該条項の主な内容は以下のとおりであります。
①　当社の、2023年４月決算期を初回とし、以降各年度決算期の末日基準の連結損益計算書において、経常利益の金額

を０円以上に維持出来ない場合、判定日（2023年７月末日を初回とし、以降各年度決算期から３ヶ月後の末日としま
す）以降最初に到来する利息支払日の翌日から次回判定日以降最初に到来する利息支払日までの期間、原契約に基づく
借入金の適用利率を従前より0.15％引き上げるものとします。また、２期連続して経常利益の金額を０円以上に維持出
来ない場合、借入先からの請求によって期限の利益を失い、ただちに原契約に基づく全ての債務を弁済します。
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（単位：千円）

報告セグメント

合計５Gインフラ
支援事業

５G生活様式
支援事業

企業・クリエ
イター５G DX

支援事業
計

一時点で移転される財又はサービス 269,956 5,871,259 693,381 6,834,597 6,834,597

一定の期間にわたり移転される財又は
サービス

8,281,533 18,935,025 19,674,567 46,891,126 46,891,126

顧客との契約から生じる収益 8,551,490 24,806,284 20,367,948 53,725,724 53,725,724

その他の収益 － 1,347,482 － 1,347,482 1,347,482

外部顧客への売上高 8,551,490 26,153,767 20,367,948 55,073,206 55,073,206

②　当社の、2026年４月決算期を初回とし、以降各年度決算期の末日基準の連結貸借対照表において、純資産の部の合
計額を、2025年４月決算期または前年度決算期の末日基準の連結貸借対照表の純資産の部の合計額のいずれか大きい
方の70％以上に維持出来ない場合、借入先からの請求によって期限の利益を失い、ただちに原契約に基づく全ての債
務を弁済するものとします。

⑶　株式会社LERZの一年内返済予定の長期借入金890,000千円及び長期借入金8,010,000千円について財務制限条項が付
されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済する可能性があります。当該条項の主な内
容は以下のとおりであります。
①　2026年４月期以降の各決算期末の当社を頂点とする連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、2025年４月

期又は前年度決算期の末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の70％以上に維持すること。
②　2026年４月期以降の各決算期末の当社を頂点とする連結の損益計算書上の経常損益の金額を、２期連続で０円未満

としないこと。

⑷　株式会社LERZのA種優先株式2,000,000千円について財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、メザニン
投資家の要求に基づき、一括償還する可能性があります。当該条項の主な内容は以下のとおりであります。
①　2026年４月期以降の各決算期末の当社を頂点とする連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、2025年４月

期又は前年度決算期の末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の70％以上に維持すること。
②　2026年４月期以降の各決算期末の当社を頂点とする連結の損益計算書上の経常損益の金額を、２期連続で０円未満

としないこと。

６. 収益認識に関する注記
⑴ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

⑵ 収益を理解するための基礎となる情報
「２．会計方針に関する事項」の「(4）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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（単位：千円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 8,482,548

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 8,704,019

契約資産（期首残高） 23,525

契約資産（期末残高） 10,718

契約負債（期首残高） 461,862

契約負債（期末残高） 454,395

（単位：千円）

2026年４月期 2027年４月期 2028年４月期 2029年４月期
以降 合計

2025年４月30日現在でこ
の契約に関して認識される
と見込まれる収益

7,244,521 5,687,831 4,743,182 8,287,105 25,962,640

有形固定資産の減価償却累計額 5,575,312千円

⑶ 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権は、連結貸借対照表において「売掛金」及び「受取手形」と表示しております。
契約資産については、連結貸借対照表において「契約資産」と表示しております。
契約負債については、連結貸借対照表において「契約負債」と表示しております。

②　残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想され

る契約期間が１年以内の履行義務、及び現在までに企業の履行が完了した部分に対する顧客にとっての価値に直接対応す
る対価の額を顧客から受け取る権利を有している履行義務（独立販売価格の比率に基づき取引価格を配分している重要な
履行義務を除く）は含めておりません。

残存履行義務は、５G生活様式支援事業における５G Homestyle（集合住宅向けインターネットサービス）に係るイ
ンターネット接続サービスに関連するものであります。残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込ま
れる期間は、以下のとおりであります。

７. 連結貸借対照表に関する注記
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用途 種類 会社名 場所 金額（千円）

クラウド事業用資産 リース資産 フリービット株式会社 東京都渋谷区 3,273

新事業開発用資産 リース資産（有形） フリービット株式会社 東京都渋谷区 1,949

データセンター設備

建物及び構築物
工具、器具及び備品
リース資産（有形）
差入保証金等

株式会社ベッコアメ・インタ
ーネット 東京都台東区 137,645

合計 142,869

普通株式 23,414,000株

８. 連結損益計算書に関する注記
減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
⑴ 減損損失を認識した資産グループの概要

⑵ 減損損失の認識に至った経緯
当社のクラウド事業用資産については、回収可能性が認められないと判断したため減損損失として計上しております。

その内訳は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行ったリース資産3,273千円であります。
当社の新事業開発用資産については、回収可能性が認められないと判断したため減損損失として計上しております。そ

の内訳は、リース資産（有形）1,949千円であります。
株式会社ベッコアメ・インターネットのデータセンター設備については、データセンター再構築により当初想定してい

た収益を見込めなくなったため、減損損失として計上しております。その内訳は、建物及び構築物525千円、工具、器具
及び備品1,325千円、リース資産（有形）19,338千円及び差入保証金等116,456千円であります。

⑶ 資産のグルーピングの方法
原則として、事業用資産については継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を基礎としてグルーピングを行

っております。また、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
⑷ 回収可能価額の算定方法

回収可能価額について、主として使用価値により測定しております。なお、将来キャッシュ・フローが見込めない資産
については、回収可能性を零として評価しております。

９. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数
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決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2024年６月14日
取締役会 普通株式 539,245 27 2024年４月30日 2024年７月11日

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円） 配当金の原資 １株当たり

配当額(円) 基準日 効力発生日

2025年６月13日
取締役会 普通株式 653,443 利益剰余金 30 2025年４月30日 2025年７月10日

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 3,441,941 － 1,809,400 1,632,541

普通株式 63,970株

⑵ 配当に関する事項
① 配当金支払額

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

⑶ 自己株式数に関する事項

（注）自己株式の減少のうち1,600,000株については第三者割当による自己株式処分によるものであり、209,400株について
は譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分によるものであります。

⑷ 当連結会計年度末の株式引受権に係る株式の種類及び総数

10. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。一時的な余資は主
に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
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連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

⑴ 長期貸付金（一年内回収予定含む） 1,496,914

貸倒引当金 △1,496,914

0 0 －

⑵ 投資有価証券 145,673 145,673 －

資産計 145,673 145,673 －

⑴ 長期借入金（一年内返済予定を含む） 20,623,683 20,581,327 △42,355

⑵ リース債務 826,358 820,026 △6,332

負債計 21,450,041 21,401,353 △48,688

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 145,673 － － 145,673

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
2025年４月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市

場価格のない株式等及び組合出資金等は、「投資有価証券」には含めておりません（（注２）及び（注３）参照）。また、
「現金」は注記を省略しており、「預金」、「売掛金」及び「未払金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似し
ていることから、注記を省略しております。

⑶ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類してお

ります。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象

となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプ

ットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル

のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期貸付金（一年内回収予定を含む） － － 0 0

資産計 － － 0 0

長期借入金（一年内返済予定を含む） － 20,581,327 － 20,581,327

リース債務 － 820,026 － 820,026

負債計 － 21,401,353 － 21,401,353

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の
時価に分類しております。
長期貸付金

長期貸付金の時価は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッシュ・フローと
国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時
価に分類しております。また、債務者の信用リスクを考慮し、将来キャッシュ・フローに対する不確実性が高いと判断し
た場合には、回収可能性を個別に勘案し、レベル３の時価に分類しております。
長期借入金及びリース債務

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法によ
り算定しており、レベル２の時価に分類しております。

（注２）市場価格のない株式等（非上場株式463,683千円及び出資金7,509千円）は、(2）金融商品の時価等に関する事項及び
(3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の「投資有価証券」には含めておりません。

（注３）連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記載を省略してお
り、(2）金融商品の時価等に関する事項及び(3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の「投資有価証
券」には含めておりません。なお、当該出資の連結貸借対照表計上額は459,965千円であります。

11. 企業結合等関係
取得による企業結合

連結子会社であるFORIT DIGITAL SDN. BHD.は、東南アジアを中心としたインフルエンサーマーケティングプラットフ
ォーム「PopStar」を提供するYOYO Holdings Pte.Ltd.が発行する株式の過半数を2024年９月3日付で取得し子会社化い
たしました。
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被取得企業の名称 YOYO Holdings Pte.Ltd.
事業の内容 インフルエンサープラットフォーム事業

デジタルマーケティング事業

取得直前に所有していた議決権比率 －％
企業結合日に追加取得した議決権比率 51.99％
取得後の議決権比率 51.99％

取得の対価 現金 152百万円
取得原価 152

アドバイザリー費用等 12百万円

⑴ 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容

② 企業結合を行った主な理由
YOYO Holdings Pte.Ltd.は、インドネシアとフィリピンを中心にインフルエンサーマーケティングプラットフォー

ム「PopStar」を提供しており、インドネシア・フィリピン国内では最大級の規模を誇ります。近年、日本企業の海外
展開、海外企業の日本参入、海外企業の海外展開という３つの軸におけるグローバルマーケティングの需要が顕著に高
まっており、成長市場への早期参入とASEAN地域におけるパフォーマンスマーケティング市場及びインフルエンサー
マーケティング市場でのポジショニングの大幅な強化を図るため、今回の株式取得に至りました。

③ 企業結合日
2024年９月３日

④ 企業結合の法的形式
現金を対価とした株式取得

⑤ 結合後企業の名称
YOYO Holdings Pte.Ltd.

⑥ 取得した議決権比率

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
FORIT DIGITAL SDN. BHD.が現金を対価として株式を取得し、子会社化したためであります。

⑵ 連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
2024年10月１日～2025年３月31日

⑶ 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

⑷ 主要な取得関連費用の内容及び金額

⑸ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① 発生したのれんの金額

100百万円
なお、のれんの金額は、当連結会計年度末において取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算出された金額

であります。
② 発生原因

主として今後の事業展開により期待される超過収益力であります。
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流動資産 201百万円
固定資産 8
資産合計 209
流動負債 105
固定負債 2
負債合計 107

結合当事企業の名称 株式会社ギガプライズ
事業の内容 HomeIT事業、不動産事業等

株式公開買付けによる取得 2025年３月18日
株式売渡請求による取得 2025年４月22日

③ 償却方法及び償却期間
５年間にわたる均等償却

⑹ 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

共通支配下の取引等
当社及び当社の連結子会社の株式会社LERZ（以下、LERZ）は、それぞれ、2025年１月31日開催の取締役会において、

LERZが当社の連結子会社である株式会社ギガプライズ（以下、ギガプライズ）の普通株式を金融商品取引法（昭和23年法
律第25号。その後の改正を含みます。）による公開買付けにより取得することを決議し、2025年２月３日から2025年３
月18日までの期間において公開買付けを実施いたしました。その後、当社は、会社法第179条第１項に基づく株式売渡請
求を実施し、2025年４月22日付でギガプライズの議決権のすべてを取得いたしました。なお、ギガプライズは、2025年
３月27日開催の取締役会において、上記株式売渡請求を承認する旨を決議したことにより、株式会社名古屋証券取引所の
定める上場廃止基準に該当することとなり、2025年４月18日をもって上場廃止となっております。
⑴ 取引の概要

① 結合当事企業の名称及びその事業の内容

② 企業結合を行った主な理由
ギガプライズを含むフリービットグループ全体の企業価値の最大化を目指すためには、当社の経営資源をギガプライ

ズに柔軟に投入し、急速に変化する市場環境の中においても、ギガプライズの競争優位性を維持、向上させるための抜
本的な施策を講じる必要があると考えております。しかしながら、ギガプライズと当社がそれぞれ上場企業として独立
した経営を行っている状況においては、経営資源の供与者と受益者が必ずしも一致するわけではなく、当社がギガプラ
イズに対して企業価値向上に資する経営資源の提供を行った際に、利益の一部がフリービットグループ外に流出すると
いった構造的な問題が存在するため、親子上場という資本関係を解消し、ギガプライズを非公開化することが、ギガプ
ライズ及び当社の企業価値向上に資するものと判断したためであります。

③ 企業結合日
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企業結合前の議決権比率 60.89％
株式公開買付け後の議決権比率 96.26％（間接所有分を含む）
株式売渡請求後の議決権比率 100％（間接所有分を含む）

取得の対価 現金（未払金を含む） 14,068百万円
取得原価 14,068

資本剰余金 2,023百万円
利益剰余金 7,540

（単位：千円）

用　途
連結貸借対照表計上額

当期末の時価
前期末残高 当期増減額 当期末残高

複合施設 624,086 △74,574 549,512 597,240

住　宅 554,498 423,057 977,556 918,740

合　計 1,178,585 348,483 1,527,069 1,515,980

④ 企業結合の法的形式
現金を対価とした株式取得

⑤ 結合後企業の名称
株式会社ギガプライズ

⑥ 取得した議決権比率

⑵ 追加取得した子会社株式の取得原価及び対価の種類ごとの内訳（株式売渡請求による取得分を含む）

⑶ 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支

配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理しております。

⑷ 非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項
① 資本剰余金の主な変動要因

子会社株式の追加取得
② 非支配株主との取引によって減少した資本剰余金及び利益剰余金の金額

12．賃貸等不動産に関する注記
⑴ 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループは、神奈川県に複合施設を有し、また、東京都、埼玉県及び福岡県に賃貸住宅（土地を含む）を有してお
ります。

⑵ 賃貸等不動産の時価に関する事項

（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
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⑴ １株当たり純資産額 297円46銭
⑵ １株当たり当期純利益 135円81銭

（注２）当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて社外の不動産鑑定業者による鑑定評価で
算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

13. １株当たり情報に関する注記

14. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書（2024年5月1日から2025年4月30日まで） （単位：千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 その他資本

剰余金
資本剰余金
合計 利益準備金

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 4,514,185 500,000 3,034,202 3,534,202 30,068 3,182,412 3,212,480 △3,240,129 8,020,739
当期変動額
剰余金の配当 △539,245 △539,245 △539,245
利益準備金の積立 53,924 △53,924 － －
当期純利益 760,058 760,058 760,058
自己株式の処
分 536,186 536,186 1,506,187 2,042,373
譲 渡 制 限 付
株 式 報 酬 4,254 4,254 197,122 201,376
株主資本以外の
項目の事業年度
中の変動額(純額)
当期変動額合計 － － 540,440 540,440 53,924 166,887 220,812 1,703,309 2,464,562
当期末残高 4,514,185 500,000 3,574,643 4,074,643 83,992 3,349,300 3,433,292 △1,536,820 10,485,301

評価・換算差額等
株式引受権 新株予約権 純資産合計その他有価証

券評価差額金
評価・換算
差額等合計

当期首残高 142,281 142,281 95,460 780 8,259,261
当期変動額
剰余金の配当 △539,245
利益準備金の積立 －
当期純利益 760,058
自己株式の処
分 2,042,373
譲 渡 制 限 付
株 式 報 酬 201,376
株主資本以外の
項目の事業年度
中の変動額(純額)

△30,789 △30,789 △73,727 △780 △105,296

当期変動額合計 △30,789 △30,789 △73,727 △780 2,359,265
当期末残高 111,492 111,492 21,733 － 10,618,527
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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建物 ３年～47年
構築物 10年～45年
工具、器具及び備品 ２年～20年

ソフトウェア ５年

注記事項
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式………………………………移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券…………………………市場価格のない株式等以外のもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しており
ます。

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しておりま
す。なお、投資事業組合その他これに準ずる
事業体への出資については、決算報告日に応
じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持
分相当額を純額で取り込む方法によっており
ます。

⑵ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品………………………………………先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）を採用しております。
仕掛品……………………………………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）を採用しております。
貯蔵品……………………………………主に先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。

⑶ 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）…定率法(ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得し

た建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。なお、主な耐
用年数は次のとおりであります。

無形固定資産（リース資産を除く）…主に定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

リース資産………………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

長期前払費用……………………………定額法を採用しております。
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⑷ 引当金の計上基準
貸倒引当金………………………………債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお
ります。

賞与引当金………………………………従業員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上し
ております。

製品保証引当金…………………………製品保証に伴う支出に備えるため、将来支出されると見込まれる金額を計上してお
ります。

株主優待引当金…………………………株主優待ポイントの利用による支出に備えるため、利用実績率に基づいた見込額を
計上しております。

ポイント引当金…………………………ポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる金額を計上しておりま
す。

株式報酬引当金…………………………株式報酬制度における報酬の支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を
計上しております。

投資損失引当金…………………………関係会社に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、
必要と認められる額を計上しております。

⑸ 収益及び費用の計上基準
当社の事業は、ISP向け事業支援サービス、MVNO向け事業支援（MVNE）サービス及び法人向けクラウドサービスであ

り、主に固定回線、モバイル回線及びクラウドサービスの提供を行っております。また、一部各サービスに付随した商品の
販売も行っております。

固定回線、モバイル回線及びクラウドサービスについては、主に一定の期間に亘りサービスを顧客に提供することを履行
義務として識別しており、サービスを提供する一定期間に亘り履行義務が充足されると判断し、当該サービス提供期間に亘
り収益を認識しております。なお、固定回線、モバイル回線及びクラウドサービスのうち、当社が代理人に該当すると判断
したものについては、純額で収益を認識しております。

商品販売については、主に商品を顧客に納入することを履行義務として識別しており、顧客に商品を納入した時点で履行
義務が充足されると判断し、当該一時点で収益を認識しております。

⑹ その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替換算差額は損益として処理しております。

２. 表示方法の変更に関する注記
（損益計算書）

前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「投資有価証券評価損」（当事業年度459千円）は、金
額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。

３. 会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影

響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
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有形固定資産 818,390千円
無形固定資産 489,247

関係会社株式 18,642,416千円
投資損失引当金 △189,834
関係会社長期貸付金 2,105,000
貸倒引当金 △56,875

⑴ 固定資産の減損
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

② 識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
有形固定資産は、主に本社事務所設備、研修施設並びにMVNO向け事業支援（MVNE）サービス及び法人向けクラウ

ドサービスで利用するサーバ及びネットワーク機器です。無形固定資産は、主にMVNO向け事業支援（MVNE）サービ
スで利用するソフトウェアです。

有形固定資産及び無形固定資産について、減損の兆候がある場合には、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の
区分別の将来計画に基づいて割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積り、減損損失を認識するかどうかの判定を行っ
ております。当事業年度においては、「６．損益計算書に関する注記」に記載のとおり、減損損失5,223千円を計上して
おります。

当該見積りは、世界情勢に対する様々な懸念等による将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性
があり、実際に発生したキャッシュ・フローの金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、重要な影
響を与える可能性があります。

⑵ 関係会社への投融資の評価
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

② 識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式は、主に連結子会社である株式会社ドリーム・トレイン・インターネット、株式会社ギガプライズ、株式

会社フルスピード及び株式会社LERZの株式であり、関係会社長期貸付金は、株式会社LERZ及びフリービットスマートワ
ークス株式会社に対する貸付であります。

関係会社への投融資については、実質価額が著しく低下した場合には、関係会社株式の実質価額の回復可能性又は関係
会社貸付金の回収可能性を勘案し、相当の減損処理若しくは投資損失引当金の計上又は関係会社貸付金に対する貸倒引当
金を計上しております。当事業年度においては、関係会社長期貸付金に対する貸倒引当金繰入額6,969千円及び「６．損
益計算書に関する注記」に記載のとおり、投資損失引当金繰入額189,834千円を計上しております。

当該見積りは、世界情勢に対する様々な懸念等による将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性
があり、実際の関係会社の業績が見積りと異なる場合、翌事業年度の計算書類において、重要な影響を与える可能性があ
ります。

４. 収益認識に関する注記
（収益を理解するための基礎となる情報）

連結計算書類の「６．収益認識に関する注記」の「⑵ 収益を理解するための基礎となる情報」に同一の内容を記載してお
りますので、注記を省略しております。
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⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 522,544千円

株式会社ドリーム・トレイン・インターネット 300,000千円
株式会社LERZ 8,900,000

短期金銭債権 363,321千円
短期金銭債務 5,139,595

売上高 1,957,304千円
売上原価 513,492
販売費及び一般管理費 191,385

営業取引以外の取引高 327,151

用途 種類 場所 金額（千円）

クラウド事業用資産 リース資産 東京都渋谷区 3,273

新事業開発用資産 リース資産（有形） 東京都渋谷区 1,949

合計 5,223

５. 貸借対照表に関する注記

⑵ 保証債務
　次の関係会社について、金融機関からの借入残高に対して債務保証を行っております。

⑶ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

６. 損益計算書に関する注記
⑴ 関係会社との取引高

営業取引による取引高

⑵ 減損損失
当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
① 減損損失を認識した資産グループの概要

② 減損損失の認識に至った経緯
クラウド事業用資産については、回収可能性が認められないと判断したため減損損失として計上しております。その

内訳は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行ったリース資産3,273千円であります。
新事業開発用資産については、回収可能性が認められないと判断したため減損損失として計上しております。その内

訳は、リース資産（有形）1,949千円であります。
③ 資産のグルーピングの方法

原則として、事業用資産については継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を基礎としてグルーピングを
行っております。また、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

④ 回収可能価額の算定方法
回収可能価額について、主として使用価値により測定しております。なお、将来キャッシュ・フローが見込めない資

産については、回収可能性を零として評価しております。
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株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 3,441,941 － 1,809,400 1,632,541

繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 473,002千円
貸倒引当金 19,165
棚卸資産 7,808
有形・無形固定資産 51,596
関係会社株式 412,230
投資有価証券 57,470
投資損失引当金 59,835
未払事業税 8,817
未払賞与 36,949
その他 40,740

繰延税金資産　　小計 1,167,617
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △107,394
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △585,195
繰延税金資産　　合計 475,026

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △49,181千円

繰延税金負債　　合計 △49,181
繰延税金資産　　純額 425,844

⑶ 投資損失引当金繰入額
投資損失引当金繰入額189,834千円の主な内訳は、当社の連結子会社である株式会社ベッコアメ・インターネットについ

て財政状態等を勘案し投資損失引当金繰入額を計上したものであります。

７. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式数に関する事項

（注）自己株式の減少のうち1,600,000株については第三者割当による自己株式処分によるものであり、209,400株について
は譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分によるものであります。

８. 税効果会計に関する注記
⑴ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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⑵ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、2026

年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税

金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。
なお、この税率変更による計算書類に与える影響は軽微であります。

⑶ 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」

（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計
の会計処理並びに開示を行っております。
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(1) 子会社及び関連会社等 （単位：千円）

種類 会社等の名称 議決権等所有
(被所有)割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社

株式会社ドリーム・トレ
イン・インターネット

所有
直接100％

主要販売先
役員の
兼任等

資金の借入
（注１） － 関係会社

長期借入金 2,461,820

資金の借入
（注１） 2,000,000

1年内返済予
定の関係会社
長期借入金

2,000,000

借入金利息支払
（注１） 41,297 － －

債務保証
（注２） 300,000 － －

被債務保証
（注３） 5,452,372 － －

株式会社フルスピード 所有
直接100％

役員の
兼任等

資金の借入
（注１） 1,500,000 短期借入金 1,500,000

資金の借入返済
（注１） 1,500,000 － －

借入金利息支払
（注１） 11,967 － －

被債務保証
（注３） 1,573,336 － －

株式会社フォーイット 所有
直接100％

役員の
兼任等

被債務保証
（注３） 1,073,336 － －

株式会社ベッコアメ・
インターネット

所有
直接100％

役員の
兼任等

資金の借入
（注１） 300,000 短期借入金 200,000

資金の借入返済
（注１） 400,000 － －

借入金利息支払
（注１） 4,572 － －

株式会社LERZ 所有
直接100％

資金の貸付及
び借入

資金の借入
（注１） 1,345,552 短期借入金 1,345,552

借入金利息支払
（注１） 589 － －

資金の貸付
（注４） 2,000,000 関係会社

長期貸付金 2,000,000

貸付金利息受取
（注４） 3,554 － －

債務保証
（注２） 8,900,000 － －

９. 関連当事者との取引に関する注記
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(2) 役員及び個人主要株主等 （単位：千円）

種類 会社等の名称 議決権等所有
(被所有)割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している

会社

株式会社CountUp － 役員の兼任等
Blockchainに係る

業務委託
（注）

19,500 未払金 1,925

⑴ １株当たり純資産額 486円51銭
⑵ １株当たり当期純利益 37円55銭

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保の提供は行っておりませ

ん。
（注２）株式会社ドリーム・トレイン・インターネット及び株式会社LERZの銀行借入に対し債務保証を行っております。な

お、保証料の支払いは受けておりません。
（注３）当社の銀行借入に対して債務保証を受けております。保証料の支払いは行っておりません。
（注４）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保の受入は行っておりませ

ん。

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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